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監査の結果について 

 

 

 地方自治法第 199 条第７項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規

定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。 
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監査結果報告書 

 

１．監査の種類 

  財政援助団体等監査（地方自治法第 199条第７項） 

 

２．監査の対象部課等 

（１）対象補助金 

    町商工会事業補助金 

 （２）対象団体等 

補助金交付団体：大磯町商工会 

所管部課：産業環境部産業観光課（補助金所管課） 

 

３．監査の範囲及び事務 

令和２年度（令和２年４月１日から令和３年３月 31日）に執行された補助金

交付団体の補助金に係る出納、その他の事務の執行及び所管部課の補助金に係

る事務 

 

４．監査の実施期間 

令和３年８月 31日から令和３年 10月 20日まで 

 

５．監査の方法及び監査項目 

   令和３年度大磯町監査基本計画に基づき、財政援助をしている団体の出納、

その他の事務の執行が、財政援助の目的に沿って適正かつ効率的に行われてい

るか等に着眼し、補助金交付団体及び所管課から監査説明書、関係書類の提出

を求めるとともに、関係職員からの説明聴取により監査を実施した。 

 

６．補助金交付団体の概要 

   大磯町商工会は、昭和 35年に施行された商工会法に基づき設立された法人で

あり、地域内商工業者の経営の改善に関する相談とその指導、地域内経済振興

を図るための諸活動及び社会一般の福祉の増進に資することを目的として、幅

広い活動を行っている。 

 

７．補助金の執行状況 

 大磯町商工会補助金交付要綱（平成 21 年大磯町告示第９号）に基づき交付を

している本補助金は、同要綱第２条において、商工会法第 11 条に掲げる事業を

対象とし、経営改善普及事業指導事業費、地域総合振興事業費、管理費の関係事

業費に充当されている。 

 

 

 

 



８．監査結果 

大磯町商工会の補助金に係る出納、その他の事務の執行及び所管課における補

助金交付に関する事務について監査した結果、おおむね適正に処理されているも

のと認められた。なお、補助金交付団体である商工会及び所管課に対して、次の

点について要望する。 

   

 （要望事項） 

 【補助交付団体関係】 

・町からの補助金について、その効果の検証に常に努めながら、今後も有効

に活用されたい。 

・昨今の厳しい経済情勢を見ると、今後の商工業者の方々のため、商工会の

活動は、ますます重要であると思料される。事業者の新たな創業や事業展開、

安定した経営の存続等がさらに図られるよう事業者の方々への支援、指導を

引き続き、お願いする。 

 

 【所管課関係】 

・今後も、大磯町商工会への計画的な支援を行い、実行のある補助金の交付

に努められたい。 

 


